
博士論文審査手当及び入試手当支給基準 

 
 

                                                  平成１７年 １月２７日学長裁定 

                         平成１７年１１月１５日一部改正 

                         平成１８年 １月 ６日一部改正 

                         平成１８年 ６月 ５日一部改正 

                         平成１９年 ９月２７日一部改正 

                         平成２１年 ４月 １日一部改正 

                                                  平成２４年１２月１１日一部改正 

                                                  平成２８年 ３月 １日一部改正 

                          平成２９年 ３月２９日一部改正 

                                                  平成３０年 ３月２２日一部改正 

                                                  平成３０年 ８月２９日一部改正 

                                                  平成３０年１０月１０日一部改正 

                                                  令和 元年１１月２９日一部改正

                         令和 ３年 ２月２５日一部改正 

                         令和 ３年１１月２２日一部改正 

                         令和 ４年 ３月２２日一部改正 

 

 

国立大学法人岡山大学職員給与規則第１８条の１４（博士論文審査手当）第２項及び第

１８条の１５（入試手当）第２項に定める博士論文審査手当及び入試手当は，この基準に

より支給する。 

 

１ 博士論文審査手当の額は，１件につき，審査委員数により，次の各号に掲げる額とす

 る。 

 一 審査委員３名の場合 主査１２，０００円，主査以外８，０００円 

 二 審査委員４名の場合 主査９，０００円，主査以外６，０００円 

  三 審査委員５名の場合 主査７，５００円，主査以外５，０００円 

 四 審査委員６名の場合 主査６，５００円，主査以外４，５００円 

  五 審査委員７名の場合 主査６，０００円，主査以外４，０００円 

  六 審査委員８名以上の場合 別に定める。 

 

２ 入試手当（附属学校の入学者選抜試験に係るものを除く。）の額は，次の各号に掲げ

る業務の区分に応じ，当該各号に定める額とする。ただし，個別学力試験の欠員補充第

２次募集に係るものについては，半額とする。 

 一 個別学力試験（次号に掲げるものを除く。）の筆記試験の問題作成委員の業務 

  １件当たり  ４０，０００円  （委員長は，６０，０００円） 

 二 個別学力試験の体育実技，音楽実技，美術実技，小論文及びペーパーインタビュー



の問題作成委員の業務  

  １件当たり  １０，０００円（委員長は，１５，０００円） 

 三 個別学力試験問題と高等学校学習指導要領との点検業務 

  １件当たり  １０，０００円 

 四 個別学力試験の採点委員，口述試験委員及び面接委員の業務 

  １日当たり５，０００円（関係業務従事時間が４時間未満の場合は，１，５００円） 

 五 特別入試（総合型選抜，国際バカロレア選抜，学校推薦型選抜，社会人選抜，私費

外国人留学生選抜，国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムに採用された

国費外国人留学生選抜）及び入学定員を有する編入学試験並びに特別支援教育特別専

攻科の入学者選抜試験の問題作成，採点（書類審査を含む），口述試験及び面接試験

の業務選抜種別を単位として１回３，０００円（関係業務従事時間が４時間未満の場

合は，１，５００円） 

 六 大学院及び養護教諭特別別科の入学者選抜試験の業務 

  選抜種別を単位として問題作成及び採点（書類審査を含む）の業務にあっては１回８，

０００円，口述試験及び面接試験の業務にあっては１回３，０００円，ただし，同一

の選抜種別を単位として双方の業務を行った場合にあっては，口述試験及び面接試験

の業務に係る手当は支給しない。 

３ 附属学校の入学者選抜試験に係る入試手当の額は，次の各号に掲げる業務の区分に応

 じ，当該各号に定める額とする。 

 一 筆記試験の問題作成委員の業務 １件当たり 

     附属小学校  １５，０００円（委員長は，２３，０００円） 

    附属中学校    ２０，０００円（委員長は，３０，０００円） 

 二 実技及び作文の問題作成委員の業務 １件当たり   

     附属小学校    ４，０００円（委員長は，６，０００円） 

    附属中学校    ５，０００円（委員長は，８，０００円） 

 三 採点又は面接の業務 １日当たり 

     附属小学校    ３，０００円（関係業務従事時間が４時間未満の場合は， 

          １，５００円） 

    附属中学校    ３，０００円（関係業務従事時間が４時間未満の場合は， 

          １，５００円） 

 四 附属小学校の入学者選抜試験の問題と幼稚園教育要領との点検業務 

１件当たり  ４，０００円 

五 附属中学校の入学者選抜試験の筆記試験問題と小学校学習指導要領との点検業務 

１件当たり  ５，０００円 

 六 附属幼稚園及び附属特別支援学校の入学者選抜業務 

    観察，面接，検査及び試験のうち２以上の業務を行った場合  １５，０００円 

    

 

４ この基準は，令和４年３月２２日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 


